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地
方
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の

拡
大
へ
向
け

建
設
会
社
の

「
対
話
力
」に
期
待
す
る

建
設
業
と

技
能
者

Kazuma Komiya

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
は
地
方
を 

中
心
に
増
加
傾
向

　
い
わ
ゆ
る「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
」が
一
九
九
九

年
に
施
行
さ
れ
二
〇
年
余
り
が
経
過
し

た
。内
閣
府
が
昨
年
九
月
に
公
表
し
た
調

査
結
果
に
よ
る
と
、一
九
九
九
年
度
か
ら

二
〇
一
八
年
度
ま
で
の
二
〇
年
間
に
、Ｐ

Ｆ
Ｉ
事
業
の
件
数
は
累
計
で
七
四
〇
件
、

契
約
金
額
は
計
六
兆
二
、〇
〇
〇
億
円
に

達
し
た
。

　
事
業
実
施
主
体
の
内
訳
を
見
る
と
、

国
に
よ
る
事
業
は
全
体
の
一
割
を
超
え

る
程
度
で
、八
割
以
上
は
地
方
公
共
団

体
に
よ
る
も
の
だ
。地
方
公
共
団
体
が
実

施
主
体
の
分
野
別
で
は「
教
育
と
文
化
」

（
社
会
教
育
施
設
、文
化
施
設
な
ど
）

が
二
〇
七
件
で
最
も
多
く
、「
ま
ち
づ
く

り
」（
公
園
、下
水
道
、港
湾
施
設
、道
路

な
ど
）が
一
五
一
件
で
続
く
。

　
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
数
は
、二
〇
〇
八
年
の

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
減
少
し
た
が
、

二
〇
一
五
年
度
か
ら
増
加
に
転
じ
て
い

る
。件
数
の
増
加
は
、国
の
政
策
支
援
が

拡
充
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て

い
る
。

　
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
取
り
巻
く
環
境
は
、

財
政
環
境
、公
共
施
設
の
老
朽
化
、人
手

不
足
な
ど
を
考
え
る
と
、依
然
と
し
て
厳

し
い
。こ
の
よ
う
な
環
境
下
で
良
質
な
公

共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、ま
ち
づ
く
り
に

貢
献
で
き
る
仕
組
み
と
し
て
、Ｐ
Ｆ
Ｉ
事

業
は
今
後
も
重
視
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

「
競
争
原
理
の
発
揮
」

が
課
題

　
気
に
な
る
の
は
、こ
こ
数
年
の
実
施
数

が
増
加
し
て
い
る
半
面
、案
件
当
た
り
の

参
加
者
数
が
少
な
い
こ
と
だ
。二
〇
一
八

年
以
降
の
二
年
間
に
募
集
さ
れ
た
Ｐ
Ｆ

Ｉ
事
業
の
う
ち
、一
グ
ル
ー
プ
応
札
が
最

も
多
く
、二
グ
ル
ー
プ
応
札
が
続
く
。入

札
手
続
き
の
途
中
で
応
募
者
が
辞
退
す

る
ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。

　
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
は「
性
能
発
注
」「
長
期

継
続
契
約
」「
競
争
原
理
の
発
揮
」と
い

う
三
点
セ
ッ
ト
で
初
め
て
、官
民
双
方
が

メ
リ
ッ
ト
を
最
大
に
享
受
で
き
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。こ
の
た
め
、競
争
原
理

が
十
分
に
発
揮
で
き
て
い
な
い
こ
と
は
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
を
実
施
す
る
上
で
の
大
き

し
て
い
る
。加
え
て
働
き
方
改
革
の
影
響

に
よ
り
、工
期
が
以
前
に
も
増
し
て
長
期

化
す
る
傾
向
に
あ
る
。建
設
単
価
が
す

ぐ
に
落
ち
着
く
と
の
展
望
を
持
ち
に
く

い
状
況
に
あ
る
の
だ
。他
方
、建
設
費
だ

け
で
な
く
、運
営
・
維
持
管
理
費
に
つ
い

て
も
、昨
年
ま
で
は
人
手
不
足
や
雇
用
の

非
正
規
か
ら
正
規
へ
の
シ
フ
ト
な
ど
が
、

価
格
上
昇
に
拍
車
を
掛
け
て
い
る
。し
か

し
な
が
ら
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
で
経
済
活
動
が
停
滞
す
れ
ば
人
件
費

の
下
落
も
考
え
ら
れ
る
。価
格
の
設
定
が

難
し
く
な
る
。

事
業
費
に
対
す
る

早
め
の
直
接
対
話
も
一
案

　
官
民
の
価
格
に
対
す
る
乖
離
を
解
消

す
る
た
め
に
は
、早
め
に
双
方
が「
対
話
」

に
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
と
考
え
る
。

　
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
手
続
き
で
は
、実
施
方

針
の
公
表
か
ら
入
札
提
案
書
の
提
出
ま

で
の
間
に
、官
民
が
直
接
対
話
で
き
る
機

会
が
二
回
程
度
設
け
ら
れ
る
場
合
が
多

い
。そ
こ
で
一
案
と
し
て
、多
く
の
地
方

公
共
団
体
が
可
能
性
調
査
で
検
討
し
た

　
一
点
目
が
、二
〇
一
四
年
の
民
間
資
金

等
活
用
事
業
推
進
会
議
に
お
け
る「
Ｐ
Ｐ

Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
抜
本
改
革
に
向
け
た
ア

ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」の
決
定
で
あ
る
。こ
の

決
定
に
よ
り
、公
共
施
設
等
運
営
権（
コ

ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
）、「
公
的
不
動
産
利
活

用
」（
Ｐ
Ｒ
Ｅ
）な
ど
の
事
業
類
型
が
重

点
的
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、一
〇

年
間
の
数
値
目
標
も
示
さ
れ
た
。二
点
目

が
、Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
優
先
的
検
討
規
定
が

定
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。国
と
人
口
二

〇
万
人
以
上
の
地
方
公
共
団
体
は
、一
定

規
模
以
上
の
施
設
整
備
に
つ
い
て
、Ｐ
Ｐ

Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
の
検
討
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。そ
し
て
三
点
目
が
、

地
域
関
係
者
が
Ｐ
Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
つ

い
て
議
論
す
る「
地
域
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
」の
組
成
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
だ
。

　
こ
れ
ら
の
取
組
み
に
よ
り
、二
〇
一
九

年
度
の
事
業
数（
七
三
件
）は
、Ｐ
Ｆ
Ｉ

法
制
定
以
降
の
単
年
度
の
件
数
と
し
て

は
過
去
最
多
を
記
録
す
る
ま
で
増
加
し

た
。た
だ
し
、事
業
当
た
り
の
平
均
契
約

金
額
は
や
や
低
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

地
方
都
市
の
小
型
案
件
が
増
え
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

な
課
題
と
い
え
る
。そ
れ
で
は
、な
ぜ
案

件
当
た
り
の
参
加
者
数
が
少
な
く
な
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
地
方
公
共
団
体
が
入
札
公
告
時
に
公

表
す
る
事
業
費
の
上
限
価
格
と
民
間
事

業
者
グ
ル
ー
プ
の
希
望
価
格
と
が
折
り

合
わ
ず
、民
間
側
が
応
募
を
断
念
す
る

ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
。

　
地
方
公
共
団
体
は
入
札
公
告
の
一
年

以
上
前
に
、Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
適
否
を
判
断

す
る「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
導
入
可
能
性
調
査
」を
実

施
す
る
。こ
の
調
査
の
際
、事
業
費
概
算

を
検
討
す
る
が
、多
く
の
地
方
公
共
団
体

は
過
去
の
類
似
事
例
を
も
と
に
物
価
上

昇
率
な
ど
を
加
味
し
て
事
業
費
を
設
定

し
、そ
の
後
は
事
業
費
の
増
額
見
直
し
な

ど
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。建
設
費
が
比
較
的
安
定
し
て
い
れ
ば

よ
い
が
、実
態
と
し
て
は
、建
設
費
の
実

勢
価
格
の
上
昇
ス
ピ
ー
ド
が
物
価
上
昇

率
な
ど
の
統
計
数
字
を
上
回
っ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の

影
響
は
計
り
知
れ
な
い
が
、昨
年
末
ま
で

の
大
都
市
の
建
設
需
要
は
旺
盛
だ
し
、台

風
な
ど
自
然
災
害
の
対
策
需
要
も
拡
大

事
業
費
に
つ
い
て
、そ
の
後
の
手
続
き
で

変
更
し
に
く
い
事
情
が
あ
る
の
な
ら
ば
、

可
能
性
調
査
の
段
階
か
ら
複
数
の
民
間

事
業
者
を
対
象
に
価
格
設
定
に
関
す
る

対
話
を
行
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。例
え
ば
、民
間
事
業
者
は
地
方
公

共
団
体
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
合

理
的
な
価
格
設
定
の
考
え
方
を
説
明
す

る
一
方
、地
方
公
共
団
体
は
事
業
費
と

要
求
水
準
の
主
要
部
分
と
の
整
合
な
ど

を
確
認
し
、事
業
費
の
見
直
し
規
定
を

検
討
す
る
と
い
っ
た
取
組
み
で
あ
る
。

　
政
府
は
こ
れ
か
ら
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
を
更

に
推
進
す
る
た
め
、人
口
二
〇
万
人
未
満

の
地
方
公
共
団
体
で
も
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の

事
業
化
支
援
に
力
を
注
ぐ
方
針
だ
。こ
の

た
め
取
組
み
実
績
の
な
い
地
方
自
治
体

で
も
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
検
討
が
進
ん
で
い
く

だ
ろ
う
。

　
多
く
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
で
建
設
会
社
が

代
表
企
業
を
担
っ
て
い
る
。地
域
経
済
の

活
性
化
を
牽
引
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多

い
。建
設
会
社
が
地
方
公
共
団
体
と
の
意

思
疎
通
な
ど
で「
対
話
力
」を
発
揮
し
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
市
場
を
牽
引
し
て
い
く
こ
と
を

期
待
し
た
い
。
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